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平成27年度 随時監査(工事監査・前期）（27監査第204号)
当初措置状況
（28年度）

平成29年度の措置状況 平成30年度の措置状況 担当課

第６　意　見
土木事業における必要性・公平
性・有効性に配慮した採択基
準・審査体制について
《報告書5ページ》

今回、行った工事監査においては、おおむね適正に実施されていたが、一
部に利用頻度が低く優先性に劣ると思われるもの又は必要以上に過大と思
われるものが見受けられたので意見を申し上げる。
平成27年７月に策定された、長野市公共施設マネジメント指針によると、長野
市の市道総延長（平成23年４月現在）は、4,412.3kmと、中核市の中でもトップ
となっており、その他の土木施設を含めた維持管理費は膨大な額となる。現
在、地域の土木関係工事の要望事項を事業化するための基準や実施箇所
を決定するときの市の考え方等は「土木関係事業の要望に関するガイドブッ
ク」に沿って行われている。今後は、透明性に配慮し、より一層の必要性、公
平性、有効性等の観点から土木工事における採択基準等を作成するととも
に、部局横断的な審査体制を整備されるよう望むものである。

現在、地域の要望事項の事業化については、「土木関
係事業の要望に関するガイドブック」の「実施箇所決定
の考え方」に基づき、継続事業は優先的に、新規事業
は、緊急性、必要性、地域での位置付け、投資効果、
事故や災害の未然防止効果などの観点から総合的に
検討し、各所属ごとに事業の実施箇所を決定している。
　今回の指摘・意見を踏まえて、今後、維持管理費の増
大による、事業の一層の重点化、効率化が求められる
中、公平性の向上に併せ事業実施過程の透明性がよ
り一層高められるよう、平成27年度末をめどにガイド
ブックの見直しを行うとともに、土木工事の採択基準の
作成と審査体制の整備について、検討を進める。

　地域からの要望事業については、「土
木関係事業の要望に関するガイドブッ
ク」の「実施箇所決定の考え方」に基づ
き、必要性、緊急性、有効性などの総合
的な検討により、各担当部署で事業を
実施している。
　併せて、より公正性が担保されるよう
比較的大きな新規事業について、事業
評価制度の試行を開始した。

　地域からの要望事業については、「土
木関係事業の要望に関するガイドブッ
ク」の「実施箇所決定の考え方」に基づ
き、必要性、緊急性、有効性などの総合
的な検討により、各担当部署で事業を
実施している。
　併せて、比較的大きな新規事業につ
いては、事業評価委員会を開催し、事
業の可否について判定している。これ
により、事業の公正性と有効性が担保さ
れているものと考える。
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過去の監査結果に対する措置の通知書
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